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社会福祉法人順和 

指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 藤ヶ丘荘 

運  営  規  程 

 

第１章 総   則 

 

(規定の目的) 

第 1 条 この規程は、老人福祉法等第１５条第４項及び、介護保険法第８６条１

項にもとづき社会福祉法人順和（以下「法人」という）が設置する特別養護老

人ホーム 藤ヶ丘荘（以下「施設」という）の職員及び業務管理に関する重要

事項を定める事により、施設の円滑な運営を図ると共に、社会福祉事業の適正

な運営及び入所者に対する適切な事業の提供を確保することを目的とする。 

 

(施設の目的及び、運営の方針) 

第 2 条 施設は、施設サービス計画に基づき、生活を組み立てることが困難にな

っている方への身体的精神的援助を行い、日常生活上必要なサービスを提供す

ると共に、個別処遇の向上、生活の質の向上を目指し、自立して日常生活を営

むことができるように努力する。 

２ 施設は、入所者の意思、人格を尊重しつつも、離床を心掛け、地域との交流、

家族との絆を通じ、さらには市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業

者との密接な連携に努め、自立への支援を目指す。 

３ 施設は、生活の場としての「環境づくり」に努力すると共に、感謝・献身・

創造・親切・笑顔の心で、常にサービスを受ける側の立場に立ってこれを提供

するよう努力する。 

４ 施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 

５ 施設は、指定介護福祉施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第

１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、

適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 

６ 前５項のほか、「福岡市指定介護老人福祉施設の指定並びに人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例」に定める内容を遵守し、事業を実施するものと

する。 
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(施設の名称) 

第 3 条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

(1)名 称   特別養護老人ホーム 藤ヶ丘荘 

(2)所在地   福岡県福岡市南区桧原 1 丁目 18 番 11 号 

 

(入所定員) 

第 4 条 施設の入所定員は、39 名（入所 29 名・短期入所 10 名）とする。 

 

(定員の遵守) 

第 5 条 施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならないものと

する。 

ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合には、この限りではない。 

 

(ユニットの数及びユニットごとの入所定員) 

第６条 ユニット数は、4 ユニットとし、各ユニットの入所定員は、１０名（3

ユニット）、9 名（1 ユニット）とする。 

２ 居室の定員は１人とする。居室はいずれかのユニットに属するものとし、当

該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けることとする。 

 

第２章 職員の職種、員数及び職務の内容 

 

(職員の職種、員数及び職務の内容) 

第７条 施設に、次の職員を置くものとする。ただし、短期入所生活介護及び介

護予防短期入所生活介護施設職員を含む。 

 

(1) 施設長        １名 

理事会の決定する方針に従い、施設の運営管理を統括する。 

(2) 事務員        １名以上 

施設の庶務及び経理の事務処理に関すること。 

(3) 生活相談員      １名以上 

入所者・家族の相談支援、サービスの調整に関すること。 

(4) 介護支援専門員    １名以上 

入所者の施設サービス計画の作成に関すること。 

(5) 介護職員      １３名以上 

入所者の日常生活の介護に関すること。 

(6) 看護職員        ２名以上 

医師の指示のもと入所者の看護、保健衛生に関すること。 
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(7) 栄養士又は管理栄養士 １名以上 

献立の作成、栄養の計算、食品の管理及び調理指導に関すること。 

(8) 機能訓練指導員    １名以上 

入所者の機能訓練指導に関すること。 

(9) 医師(嘱託)      １名以上 

入所者の診療と健康管理及び保健衛生の指導に関すること。 

(10) 調理員        委託 

(11) その他（清掃）    委託 

 

２ 前項に定めるもののほか、施設の運営上必要な職員を配置するものとする。 

 

(勤務体制) 

第８条 施設は、入所者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供するこ

とができるよう、職員の勤務体制を定めるものとする。また、入所者が安心し

て日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮

するものとする。 

２ 施設は、当該施設の職員によって指定介護福祉施設サービスを提供するもの

とする。ただし、入所者処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限

りではない。 

３ 施設は、全ての職員（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介

護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他こ

れに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるた

めに必要な措置を講じるものとする。また、職員の資質向上のために研修の機

会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証、整備する。 

なお、研修は次の通り実施する。 

（１）採用時研修 採用後 3 ヵ月以内 

（２）継続研修  年 1 回以上 

 

第３章 入所及び退所 

 

(内容及び手続きの説明及び同意) 

第９条 施設は、指定介護老人福祉施設サービスの提供に際しては、あらかじめ、

入所申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発

生時の対応、苦情処理の体制等の入所申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について、

文書により入所申込者の同意を得るものとする。 
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(受給資格の確認) 

第１０条 施設は、指定介護福祉施設サービスの提供を求められた場合は、その

者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介

護認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 施設は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該

認定審査会の意見に配慮して、指定介護福祉サービスを提供するように努める

ものとする。 

 

(入退所) 

第１１条 施設は、地域社会や家庭で生活を組み立てることが困難になっている

方に対し、指定介護福祉施設サービスを提供するものとする。 

２ 施設は、正当な理由なく、指定介護福祉施設サービスの提供を拒んではなら

ないものとする。 

３ 施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合、その他入所申込者に対し、

自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院もしくは診療

所、又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を講じるものとする。 

４ 施設は、入所申込者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴等の把握

に努めるものとする。 

５ 施設は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境等に照ら

し、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかを、生活相談

員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の職員の間で検討するものとする。 

６ 施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において

日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族

の希望、その者が退居後に置かれることになる環境等を勘案し、その者の円滑

な退居のために必要な援助を行うものとする。 

７ 施設は、入所者の退所に際しては、居宅介護支援事業所に対する情報の提供

その他、保健・医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めるものとする。 

 

(要介護認定申請に係る支援) 

第１２条 施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者について、

要介護認定の申請がすでに行われているかどうかを確認し、申請が行われてい

ない場合は、入所申込者の意思を踏まえ、速やかに当該申請が行われるよう必 

要な支援を行うものとする。 

２ 施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該住所者が受けている要介護

認定の有効期間の満了日の３０日前に行われるよう必要な支援を行うものとす

る。 
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(入退所の記録) 

第１３条 施設は、入所に際して、入所の年月日及び施設の名称、退所に際して

は、退所の年月日を当該者の被保険者証に記載するものとする。 

 

(入所者の入院期間中の取扱い) 

第１４条 施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場

合であって、入院後おおむね３ヶ月以内に退院することが明らかに見込まれる

ときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供

与すると共に、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該施設に円

滑に入所することができるよう努力するものとする。 

 

第４章 施設サービスの内容 

 

(施設サービス計画の作成) 

第１５条 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画

担当介護支援専門員」という)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所

者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域により住民による自発的な活

動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努め

るものとする。 

２ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成にあたっては、適切な

方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評

価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生

活を営むことができるように支援する上で、解決すべき課題を把握するものと

する。その解決すべき課題の把握に当たっては、入所者及びその家族に面接し

て行ない、計画担当介護支援専門員は面接の趣旨を入所者及びその家族に対し

て十分に説明し、理解を得なければならない。 

３ 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメン

トの結果の基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生

活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護

福祉施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護福祉施設サービスの内容、

指定介護福祉施設サービスを提供する上で留意すべき事項等を記載した施設サ

ービス計画の原案を作成するものとする。 

４ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照

合等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的

な見地からの意見を求めるものとする。 

５ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案について、入所者又は

その家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得るものとする。 
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６ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設

サービス計画を入所者又はその家族に対して説明し交付しなければならない。 

７ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画

の実施状況の把握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものと

する。 

８ 第 1 項から第 3 項までの規定は、前項に規定する施設サービス計画の変更に

ついて準用する。 

 

(施設サービスの取扱い方針) 

第１６条 入所者へのサービス提供は、入所者が、その有する能力に応じて、自

らの生活様式及び生活習慣に沿って自立的な日常生活を営むことができるよう

にするため、入所者へのサービスの提供に関する計画に基づき、入所者の日常

生活上の活動について必要な援助を行なうことにより、入所者の日常生活を支

援するものとして行うものとする。 

２ 入所者へのサービスの提供は、各ユニットにおいて入所者がそれぞれの役割

を持って生活を営むことができるよう配慮して行うものとする。 

３ 入所者へのサービスの提供は、入所者のプライバシーの確保に配慮して行う

ものとする。 

４ 入所者への指定介護福祉施設サービスの提供は、入所者の自立した生活を支

援することを基本として、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する

よう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行うものとする。 

５ 職員は、入所者への指定介護福祉介護サービスの提供に当たって、入所者又

はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明

を行うものとする。 

６ 施設は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る

ものとする。 

 

(介護) 

第１７条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自立

的な日常生活を営むことを支援するよう、自立の支援及び日常生活の充実に資

するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行うものとする。 

２ 施設は、入所者の日常生活における家事を、入所者が、心身の状況に応じて、

それぞれの役割を持って行うよう適切に支援するものとする。 

３ 施設は、入所者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことがで

きるよう、適切な方法により、入所者に入浴の機会を提供するものとする。 

ただし、医師の指示により入浴させることができない場合は、身体の清拭を

行うものとする。 

４ 施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排泄
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の自立について必要な援助を行うものとする。 

５ 施設は、オムツを使用せざるを得ない入所者については、適切にこれを取り

替えるものとする。 

６ 施設は、入所者に対し、前各項に規定するものの他、離床、着替え、整容等

の日常生活上の行為を適切に支援するものとする。 

７ 施設のユニット内では、常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させる

ものとする。 

８ 施設は、入所者に対し、その負担により、施設の職員以外の者による介護を

受けさせてはならない。 

９ 施設は、入所者の褥瘡発生を予防するため、定期的な評価を実施し、計画的 

 に管理することに対し新たな評価を受けるものとする。 

 

(食事の提供) 

第１８条 食事の提供は、栄養並びに入所者の身体状況及び嗜好を配慮したもの

とする。 

食事の時間は、朝 7:30～9:30、昼 12:00～13:00、夕 17:30～19:30 とする。 

２ 食事の提供は、入所者の自立の支援に配慮して、可能な限り、離床して食堂

で行うよう努めるものとする。 

 

(栄養管理) 

第１９条 以下の栄養管理に関する評価を実施することとする。 

  常勤の管理栄養士を１名配置する。 

２ 入所者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じて多職種協力に

より栄養ケア・マネジメントを実施するものとする。 

３ 経管により食事を摂取する入所者について、経口摂取を進めるために、医師

の指示に基づく栄養管理を行うものとする。 

４ 医師の指示せんに基づく療養食の提供を行うものとする。 

 

(相談及び支援) 

第２０条 施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な

把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、

必要な助言その他の支援を行うものとする。 

 

(社会生活上の便宜の供与等) 

第２１条 施設は、入所者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会

を提供するとともに、入所者が自立的に行なうこれらの活動を支援するものと

する。 

２ 施設は、入所者の日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きにつ
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いて、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同

意を得て、代わって行うものとする。 

３ 施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との

交流等の機会を確保するよう努めるものとする。 

４ 施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めるものとする。 

 

(機能訓練) 

第２２条 施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、日常生活を営むの

に必要な機能を回復し、又はその減退を防止するための訓練を行うものとする。 

 

 

(健康管理) 

第２３条 施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要

に応じて健康保持のための適切な措置をとるものとする。 

２ 施設の医師は、その行った健康管理に関し、入所者別に必要な事項を記載す

るものとする。 

３ 入所者の緊急時の対応について、早朝・夜間又は深夜に配置医師が、診療を 

 行う必要があった場合、その理由を記録するものとする。具体的な取り決めに 

 ついては、別紙医療機関との覚書によるものとする。 

 

 

(衛生管理等) 

第２４条 施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水につ

いて、衛生的な管理に努め、又は、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬

品及び医療用具の管理を適正に行うものとする。 

２ 施設は、当該施設において、感染症が発生、又は蔓延しないように次の各号

に掲げる措置を講じるものとする。 

（１）施設における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね３

月に１回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。 

（２）施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

（３）施設において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修

及び訓練を定期的に実施する。 

（４）前３号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発

生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。 

 

(協力医療機関) 

第２５条 協力医療機関及び協力歯科医療機関は、次のとおりとする。 
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協力医療機関 

・医療法人 順和 長尾病院 

(所在地)  福岡県福岡市城南区樋井川三丁目４７番１号 

 

・医療法人財団 博愛会 博愛会病院 

(所在地)  福岡県福岡市中央区笹丘一丁目２８番２５号 

協力歯科医療機関 

・くす乃歯科オーラルケアクリニック 

(所在地)   福岡県福岡市博多区銀天町二丁目２番３８号 

 

第５章 利用料その他の費用 

 

(利用料等の受領) 

第２６条 施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護福祉施設を提供し

た際には、入所者から別表 1 に掲げる利用料の支払いを受けるもとする。 

ただし、入所者が利用料等の減免の認定を受けているときは、その認定に基

づく支払いを受けたものとする。 

２ 施設は、前項に定めるもののほか、ユニットの提供を行なうことに伴う、必

要な居住費の額及び食費の額その他の費用について別表 2 に掲げ、その支払い

を受けることができる。また、入所者から特に希望のあった物品及びサービス

については、別途実費により入所者から徴収するものとする。 

３ 施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスに係

る費用の支払いを受けた場合は、その提供した施設サービスの内容、費用の額、

その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して

交付するものとする。 

４ 施設は、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、入所者又はその家族に対して、当該サービスの内容及び費用につい

て説明を行い、入所者の同意を得なければならない。 

 

第６章 施設利用に当たっての留意事項 

 

(留意事項) 

第２７条 入所者は、次の事項を守らなければならない。 

(1) 職員の指導に従い、入所者相互の友愛と親和を保ち、日常生活において心

身の安定を図るよう努めること。 
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(2) 施設及び居室の清掃、整頓その他の環境衛生の保持のために協力するとと

もに、身の回りを整え、身体及び衣類の清潔に努めること。 

(3) 建物、備品及び貸与物品は、大切に取り扱うよう努めること。 

(4) 火災の予防上、次の点については特に注意を払い、火災予防に協力するこ

と。 

ア 喫煙は、所定の場所で行うこと。 

イ 発火の恐れのある物品は、施設内に持ち込まないこと。 

ウ 火災予防上、危険を感じた場合は、直ちに職員に連絡すること。 

 

(面会) 

第２８条 入所者に面会しようとする外来者は、続柄、用件等を施設長に申し出

て、その注意事項に従い、面会しなければならない。 

 

(外出・外泊) 

第２９条 入所者が外出又は外泊を希望するときは、事前に施設長に申し出なけ

ればならない。 

 

(健康保持) 

第３０条 入所者は、努めて健康に留意し、特別な理由がない限り、施設で行う

健康診断、医療を受けなければならない。 

 

(身上変更の届出) 

第３１条 入所者は、身上に関する事項に変更が生じたときは、速やかに施設長

に届け出なければならない。 

 

第７章 非常災害対策 

 

(非常災害対策) 

第３２条 施設は、想定される非常災害の態様ごとに、その程度及び規模に応じ

非常災害に関する具体的計画を定めるものとする。 

２ 施設長又は防火管理者は、非常災害その他緊急時に備え、防火教育を含む総合

訓練を地域消防署の協力を得た上で、年２回以上実施する等入居者の安全に対し

て万全を期するものとする。 

３ 事業者は、医療機関、他の社会福祉施設及び地域住民と非常災害時における連

携及び協力関係を構築するよう努めるものとする。 
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（業務継続計画） 

第３３条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する指定介護

福祉施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の

業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

２ 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研

修及び訓練を定期的に実施するものとする。 

３ 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行うものとする。 

 

 

第８章 その他施設運営に関する重要事項 

 

(掲示) 

第３４条 施設は、当該施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の

体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を掲示するものとする。 

 

(秘密保持) 

第３５条 施設の職員又は、職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上

知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際

には、あらかじめ文書により入所者の同意を得るものとする。 

 

(利益供給等の禁止) 

第３６条 施設は、居宅介護支援事業所又は、その従業者に対し、要介護被保護

者に施設を紹介することの代償として、金品その他の財産上の利益を供与しな

いものとする。 

２ 施設は、居宅介護支援事業所又は、その従業者から、施設からの退所者を紹

介することの代償として、金品その他の財産上の利益を収受しないものとする。 

 

(苦情処理) 

第３７条 施設は、その提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者から

の苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者及

び、第３者委員を設置するものとする。また、苦情を受け付けた場合には、当

該苦情の内容等を記録するものとする。 

２ 施設は、その提示した施設サービスに関し、市町村が行う文書その他の物件
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の提出もしくは提示の求め、又は、当該市町村の職員からの質問もしくは照合

に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市

町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善

を行うものとする。また、市町村からの求めがあった場合には、その改善内容

を市町村に報告するものとする。 

３ 施設は、その提供した施設サービスに関する入所者からの苦情に関して、国

民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合

会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を

行うものとする。また、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、

その改善内容を国民健康保険団体連合会に報告するものとする。 

 

(地域との連携) 

第３８条 施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動との

連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。 

２ 施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護福祉施設サービスに関す

る入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行なう

事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

 

（運営推進会議） 

第３９条 地域密着型介護老人福祉施設が、地域に密着し、地域に開かれたものに

するために、運営推進会議を開催する。 

 ２ 運営推進会議の開催は、おおむね２カ月に１回以上とする。 

 ３ 運営推進会議のメンバーは、入所者、入所者家族等、地域住民の代表者、民

生委員、地域包括支援センター職員等、地域密着型介護老人福祉施設につい

て知見を有するもので構成する。 

４ 会議の内容は、事業所のサービス内容の報告及び入所者に対して適切なサー

ビスが行われているかの確認、地域との意見交換・交流とする。 

５ 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するととも

に、当該記録を公表する。 

 

(事故発生時の対応) 

第４０条 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める

措置を講じるものとする。 

（１） 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事

故発生の防止のための指針を整備する 

（２） 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当

該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備

する 
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（３） 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）及び従業者に対する研修を定期的に行う 

（４） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

２ 施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生

した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じるものとする。 

３ 施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するも

のとする。 

４ 施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき

事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第４１条 サービス提供時に入所者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合

は、速やかに主治医又は 

事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を行う。 

 

（虐待の防止のための措置） 

第４２条 施設は、入所者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するた

め次の措置を講ずるものとする。 

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について

職員に周知徹底を図る 

（２） 虐待防止のための指針の整備 

（３） 虐待を防止するための定期的な研修の実施 

（４） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

２ 施設は、サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者（入居者の家族等高

齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、

速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

 

（職場におけるハラスメントの防止） 

第４３条 施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業

務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 

 

(身体拘束) 

第４４条 施設は、自傷他害等の恐れがある場合等、当該入所者人又は他の入所

者の生命又は身体を保護するため緊急止むを得ない場合を除き、原則として身
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体拘束その他の契約者の行動を制限する行為を行いません。緊急止むを得ず身

体的拘束等を行う場合、①切迫性(直ちに身体拘束を行わなければ、 当該入所

者又は他の入所者等の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合) ② 非代

替性(身体拘束以外に、当該入所者又は他の入所者等の生命・身体に対して危険 

が及ぶことを防止することができない場合) ③一時性(身体拘束その他の行動

制限は一 時的なものであることが必要です。当該入所者又は他の入所者の生

命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解除

します)の要件を満たしていることを臨時の委員会にて確認の後、当該入所者及

びご家族等に説明し、同意を得たうえで対処し、その実施状況や時間等につい

て経過観察記録を作成し保管します。また、施設として、身体的拘束等をなく

していくための取組みを積極的に行います。 

２ 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。 

（１） 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。 

（２） 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。 

（３） 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施する。 

 

(入所者に関する市町村への通知) 

第４５条 施設は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、

意見を付してその旨を市町村に通知するものとする。 

（１）正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従

わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

（２）偽りその他の不正行為によって保険給付を受け、又は受けようとした

とき。 

 

(記録の整備) 

第４６条 施設の設備、職員及び会計に関する記録、入所者に対する施設サービ

スの提供に関する記録その他必要な記録を整備し、社会福祉法人順和文書等管

理規程（令和 3 年 4 月 1 日施行）に定める期間保存するものとする。 

 

(補則) 

第４７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める 
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（短期入所送迎地域） 

第４８条 短期入所生活介護サービスの送迎地域は、南区、城南区、中央区、博

多区、早良区、西区、那珂川市、春日市等の往復 1 時間以内の地域（条件有）を

送迎いたします。その他の地域は相談に応ずる。 

 

 

 

附 則 

この規程は、平成 24 年４月１日から実施する。  

附 則   平成 24年７月３日一部改正 

（第６条第 1項、第 7条、第 8条、第 44条） 

平成 25年 7月 1日一部改正 

（第７条第 1項、第 8条、第 26条） 

平成 25年 8月 1日一部改正 

（第 42条） 

平成 30年 4月 1日一部改正 

（第 18条 9項追加、第 24条 3項追加） 

 

この規程は、令和 3 年 4 月 １日から実施する。 

（第２条、第 7条、第 8条、第 24条、第 32条、第 33条、第 39条、 

第 40条、第 41条、第 42条、第 43条、第 44条、第 46条）改正 

 

この規程は、令和 5 年 １１ 月 １日から実施する。 

（第７条、第 44条、第 48条、一部改正） 

 

 

 この規定は、令和 6年 ２月 １日から実施する。 

   （第２５条、一部改正） 

 この規定は、令和 6年 ３月２５日から実施する。 

（第２５条、一部改正） 



 

 

 

 

特別養護老人ホーム 藤ヶ丘
ふじがおか

荘
そう

 

 
 

 

＜重要事項説明書＞ 
 

 

 

 

【 短期入所生活介護 】 

 

【 指定介護予防短期入所生活介護 】 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 順和 

 

〒８１１－１３５５ 福岡市南区桧原１丁目 18-11 

電話番号    ０９２－５１１－１０７０ 

ﾌｧｯｸｽ番号  ０９２－５１１－１０７８ 
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１．施設経営法人 

 

法人名  社会福祉法人 順和 

法人所在地  福岡市南区西長住二丁目１－５７ 

電話番号  （０９２）５１１－６７１１ 

代表者氏名  理事長 服部 直和 

設立年月日  平成１６年 ８月 ６日 

 

＜基本理念＞ 

私達は 

『当たり前の暮らし』  『生きがい』  『夢』 を共に創ります  

 

＜運営方針＞ 

私達は大切にします。✧笑顔 ✧絆 ✧志 ✧つながり ✧風通しの良さ 

✧笑顔…ユニットケアを通して、個性化ケアを実現します。 

・利用者おひとりおひとりのペースに合わせた個性を大切にするケアを行い 

ます。 

・利用者の自由気まま・個性を尊重し、抑圧されない環境作り・設えをしま 

す。 

・利用者の趣味・習慣・嗜好を把握し、個々のこだわりを大切にします。 

・利用者の生活歴や人生史を把握することに努め、大切にします。 

・利用者に笑顔で接し、常にさりげないコミュニケーションを図ることで、

良好な人間関係を築きます。 

・個々の残存機能を活かした援助を実施し、日々の生活の中でリハビリがで

きるよう支援します。 

・「心が動けば体が動く」をキーワードに、わくわくする楽しいことを利用者

と一緒に探して実行し、一緒に楽しみます。 

 

✧絆…家族との関わりが円滑にいくように、その架け橋となるよう努めます。 

・ユニット内で、顔なじみの関係を作ります。 

・ご面会時にゆったりと過ごして頂けるような空間を作ります。 

・ご家族の心の拠りどころの一つになれるよう努め、心身共に休息できる 

時間を作ります。 

・四季折々の行事を通して、ご家族と利用者が共に過ごす時間を作ります。 

・お誕生日などの特別な日は、ご家族と一緒に過ごせるよう配慮します。 

・利用者の日頃のご様子・近況等、情報交換いたします。 
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✧志…ひとりひとりが専門職として向上心を持ち、仕事に取り組みます。 

・各々が「人」を支える専門職であることを自覚し、利用者の支援をします。 

・常に「誰の為」「何の為」の振り返りを行い、利用者主体の介護をします。 

・施設内・外での研修や勉強会に積極的に参加し、ケアの見直し・向上に活か

します。 

・職員ひとりひとりが「目標設定」を行い、達成に向けて仕事に取り組む姿勢

を養います。 

・新人・中途採用職員に対して、法人や当施設の理念・ケアの方向性の伝達を

重視した研修を継続的に実施します。 

  ・「報告・連絡・相談」を実行し、職員同士の円滑なチームワーク作りを目指 

します。 

 

✧つながり…利用者が地域の中の暮らしを継続できることを目指します。 

・地域活動への参加を積極的に行い、地域の皆様との交流を図ります。 

・地域の皆様が立ち寄りやすい雰囲気作りに努めます。 

・ボランティアや実習生の受け入れをします。 

・医療・福祉に関する勉強会・四季折々のイベントを開催し、地域の皆様に

もご参加頂けるよう告知致します。 

・社会福祉法人として、地域の皆様の介護相談窓口となるよう努めます。 

 

✧風通しの良さ…情報共有・公開を実施し、風通しの良い施設を目指します。 

・施設内、各事業所の情報の共有・一元化に努めます。 

・各種イベントなどの情報を広報紙などに公開致します。 

・法人内や事業所間での情報交換、連携を行います。 

・外部研修等に積極的に参加し、他施設との情報交換に努めます。 

・「福祉」に携わる者として、常に笑顔・挨拶を心がけ、あたたかい雰囲気 

作りに努めます。 

・明るい家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を

行います。 

・地域の皆様との交流を通じて、地域における福祉の拠点としての施設作り

を推進します。 
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２．ご利用施設 

施設の種類  短期入所生活介護 

施設の名称  特別養護老人ホーム藤ヶ丘荘 

施設の所在地  福岡市南区桧原１丁目 18-11 

管理者  施設長 横山 信也 

電話番号  （０９２）５１１－１０７０ 

ＦＡＸ番号  （０９２）５１１－１０７８ 

ホームページ  http://www.nagao.or.jp 

 

 

３．事業の目的等 

 （１）事業の目的 

     社会福祉法人順和が設置経営する特別養護老人ホーム藤ヶ丘荘は、

これまで住み慣れた地域での生活を継続する事を目指し、老人福祉法の

理念に基づき、居宅において常時の介護を受けることが難しい方に短期

的に入所していただき、介護すること、並びに介護保険法に基づき、利

用契約によるサービスを提供することを目的とします。 

 

 （２）サービスの特徴 

    ①ユニットケア（少人数単位での生活）を行います。 

・利用者お一人お一人の生活リズムにあわせ、他の利用者や職員と顔

なじみの関係が作りやすく、ゆったりと安心して生活していただく

ことを目指します。 

    ②居室は完全個室といたします。 

     ・個人のプライバシーが守れます。 

     ・お気軽にご家族、ご友人の方に面会していただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nagao.or.jp/
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４．実施する事業 

   当法人では、次の事業を実施しています。 

  （１）入所定員等 

 

事業の種類 

県知事の事業者指定  

定員 指定年月日 指定番号 

施設 特別養護老人ホーム 2005年 10月 1日 4071101994 ６０人 

在宅 短期入所生活介護 2005年 10月 1日 4071101994 
１０人 

在宅 介護予防短期入所生活介護 2006年 4月 1日 4071101994 

在宅 南第 2地域包括支援センター 2009年 4月 1日 4001100124  

施設 地域密着型特別養護老人ホーム 2012年 4月１日 4091100125 ２９人 

在宅 短期入所生活介護 2012年 4月 1日 
4071103636 １０人 

在宅 介護予防短期入所生活介護 2012年 4月１日 

在宅 南第 11 地域包括支援センター 2021年 4月 1日 4001100173  

 

 ５．施設の概要 

敷  地 2654.37㎡ 

 

建物 

構  造 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建（耐火建

築） 

延べ床面積 1598.50㎡ 

利用定員 39人（うち短期入所 10 名） 

 （１）居室 

居室の種類 室数 面積 一人当たりの面積 

１人部屋（入  所） 29室 
14.31～18.00㎡ 17.62 ㎡ 

１人部屋（短期入所） 10室 

    ※指定基準は、１３．２㎡以上です。 

    ※各居室には電動式ベッド、トイレ、洗面台があります。 

    ※短期入所の部屋には小型タンスがあります。家具等の持ち込みは自

由です。 

（２）主な設備 

設備の種類 室数等 面 積 一人当たりの面積 

共同生活室 4室 297.04㎡ 7.61 ㎡ 

浴室 4室 33.60㎡ － 

大浴場・機械浴室 １室 12.40㎡ － 

医務室 １室 10.70㎡ － 

談話室 １箇所 16.60㎡ － 
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６．職員体制 

 （１）職員の配置 （2024年 9月 1日現在） 

   ※併設の特別養護老人介護施設の職員数を含みます。 

職 種 
員

数 

区 分 常勤換

算後の 

人数 

指定基準 保有資格 
常勤 非常勤 

施設長 1 1 0 0.5  － 

事務長・事務課長 1 1 0 0.5   

事務員 2 2 0 2.0  － 

生活相談員 1 1 0 1.0 1.0 介護福祉士 

介護支援専門員 1 1 0 1.0 1.0 介護支援専門員 

介護職員 23 15 8 18.8 

4.0 

介護福祉士 

介護実務者研修 

介護初任者研修 

看護職員 3 3 0 1.0 
看護師 

准看護師 

機能訓練指導員 

（鹿助荘看護師対応） 
1  0  

本体施設

対応 
看護師 

医師 2 0 2 0.2  内科、精神科 

管理栄養士 

（鹿助荘管理栄養士対応） 
1    

本体施設

対応 
管理栄養士 

※本体施設が指定介護老人福祉施設の場合サテライト型居住施設の入所者の処

遇が適切に行われると認められるときは、機能訓練指導員、栄養士を置かない

ことができる。（指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平

成十一年三月三十一日厚生省令第三十九号） 

 

※基準配置人数は、人員基準に従い施設の規模により配置が必要な人数。常勤

換算数は、当施設の常勤が勤務する時間により算出した人数であり基準配置人

数以上の配置にしています。実人数は、この重要事項説明書を作成した時点の

基本的な実人数を表示していますので、説明時点では人数が異なる場合があり

ますのでご了解ください。（併設の短期入所生活介護施設の職員数を含みます。） 

※常勤換算：職員それぞれ週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における 

常勤職員の所定勤務時間数（例：週 40 時間）で除した数です。  

（例）週 20時間勤務の介護職員が 5名いる場合 

常勤換算では『20時間×5名÷40 時間＝2.5 名』となります。 
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（職務の内容） 

職 種 職 務 内 容 

施設長 
理事会の方針、決定に従い、施設の職員の管理、業務の実施状

況の把握、その他の管理を一元的に行う 

医師 入所者に対して、健康管理及び療養上の指導を行う 

生活相談員 
入所者の入退所、生活相談及び援助の計画立案、実施に関する

業務を行う 

看護職員 
医師の診療補助及び医師の指示を受けて、入所者の看護や施設

の保健衛生業務を行う 

介護職員 入所者の日常生活全般にわたる介護業務を行う 

介護支援専門員 
施設サービス計画の作成等、入所者の介護支援に関する業務を

行う 

機能訓練指導員 
入所者の状況に適した機能訓練や生活リハビリにより心理

的・身体的機能の低下を防止するよう努める 

管理栄養士 食事の献立、栄養管理・栄養指導等を行う 

事務員 施設の事務処理を行う 

 

（２）職員の勤務体制 

職 種 職 務 内 容 

施設長 
理事会の方針決定に従い、施設の職員の管理、業務の実施状況

の把握、その他の管理を一元的に行う 

医師 入所者に対して、健康管理及び療養上の指導を行う 

生活相談員 
入所者の入退所、生活相談及び援助の計画立案、実施に関する

業務を行う 

看護職員 
医師の診療補助及び医師の指示を受けて、入所者の看護や施設

の保健衛生業務を行う 

介護職員 入所者の日常生活全般にわたる介護業務を行う 

介護支援専門員 
施設サービス計画の作成等、入所者の介護支援に関する業務を

行う 

機能訓練指導員 
入所者の状況に適した機能訓練や生活リハビリにより心理

的・身体的機能の低下を防止するよう努める 

管理栄養士 食事の献立、栄養管理・栄養指導等を行う 

事務員 施設の事務処理を行う 
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７．サービスの内容 

（１）介護保険給付対象となるサービス（法定給付サービス） 

サービスの種類 サービスの内容 

食 事 

利用者の心身の状態及び嗜好を尊重して健康と栄養面を総合的に

考えた食事の提供を行います。家庭での日常行為を利用者の生活の

中で共に行い、急がずゆっくり食事を楽しめるように食事の雰囲気

作りに努めます。 

栄養管理 

利用者の栄養管理に関する評価を以下のように実施します。 

１ 栄養士または管理栄養士を１名配置します。 

２ 利用者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じて

多職種協力により栄養ケア・マネジメントを実施します。 

３ 経管により食事を摂取する利用者について、経口摂取を勧める

ために、医師の指示に基づく栄養管理を行います。 

４ 医師の食事箋に基づく療養食の提供を行います。  

排 泄 

プライバシーや羞恥心に配慮した支援に努めます。利用者の排泄の

状況に応じた予防的ケアを実施していきます。日頃の食事や水分量

も配慮し排泄姿勢等も考えて、できるだけ自然排泄への働きかけを

行います。 

入 浴 

ゆっくりくつろいで入浴ができる様にマンツーマンでお誘いから

居室に戻られるまでのケアを実施します。清潔と利用者の身体状

況、身体の動きに合わせた安全な入浴を提供します。 

日常生活 

利用者の生活リズムを尊重し、生活歴や習慣を基に、心身の状態や

障害の程度に応じた日常生活が送れるように支援します。施設内に

留まらず外出の機会を考え、地域や近隣の学校等の行事参加など施

設内外での生活を楽しんで頂けるように努めます。 

生活リハビリ 

たとえ認知症や障害があっても、「日常」という生活場面の中で、

利用者の新たな生活上での目標を介護者と共に見つけ、その目標に

向かって、新たにできる生活行為や意欲を引き出し、生活動作を継

続できるよう支援します。また日常生活動作を通しての機能訓練に

よって自立支援を促します。 

健康管理 
看護職員を中心として、朝起きられた時から食事の状況、顔色、表

情等を含め体調の変化に留意し、健康管理を実施していきます。 

相 談 
療養上の問題、苦情等相談については相談窓口、担当者を設けてお

り、随時ご相談に応じます。 
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（２）介護保険給付の対象とならないサービス（法定給付外サービス） 

その他(実費) 理美容サービス・特別な食事の提供 

 

（３）介護及び看護の記録の開示について 

介護及び看護の記録の保管 この契約の終了後 5年間保管します。 

開示の申出方法 
法人に対して開示申出書にて行うものとします。 

(社会福祉法人順和 情報公開・開示規定に基づく) 

介護及び看護の記録の閲覧 土日曜・祝祭日を除く、９：００～１７：００ 

介護及び看護の記録の複写

物の交付 

複写に際しては、実費相当額を負担していただ

きます。（白黒 10円/枚、ｶﾗｰ 50 円/枚） 

    

 

８．利用料金 

   別表、１を参照ください。 

※社会情勢の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、サービス利用料

金の変更をすることがあります。その場合は、事前にその内容と事由について

ご説明いたします。 

 

９．非常災害時の対策 

 

非常時の対応 

 別途定める「特別養護老人ホーム藤ヶ丘荘消防計画」 

に準じ対応を行います。 

 

 

 

平常時の訓練等 

防火設備 

 別途定める「消防計画」に準じ年２回夜間および昼間

を想定した避難訓練を、入居者の方も参加して実施し

ます。 

 設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー 有 防火扉・シャッター 有 

避難階段 有 屋内消火栓 有 

自動火災報知機 有 非常通報装置 有 

誘導灯 有 非常用電源 有 

カーテン布団等は防炎性能のあるものを使用。 

 

消防計画等 

消防署への届出日：平成 27年 4月 1日 

防火管理者  ： 横山 信也 
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１０．協力医療機関 

   当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関にご協力をお願いしております。 

 （１）協力医療機関 

医療機関の名称 医療法人順和 長尾病院 （内科） 

住所 〒814-0153 福岡市城南区樋井川３丁目４７－１ 

電話番号 ０９２－５４１－２０３５ 

 

医療機関の名称 医療法人財団 博愛会 博愛会病院 

住所 〒810-0034 福岡市中央区笹丘 1丁目 28番 25号 

電話番号 ０９２－７４１－２６２６ 

（２）協力歯科医療機関 

医療機関の名称 くす乃歯科オーラルケアクリニック （歯科） 

住所 〒812-0879 福岡市博多区銀天町２丁目２－３８ 

電話番号 ０９２－５８６－９０１８ 

 

１１．相談窓口・苦情相談 

 （１）当施設における苦情の受付（以下の専用窓口） 

苦情責任者 施 設 長  横山 信也 

窓口担当者 
看 護 師 長  神杉 真理子 （資格：看護師 他） 

生 活 相 談 員  大中 修二  （資格：介護福祉士 他） 

ご利用時間 毎週月～日曜日 ９：００～１７：００ 

電話番号 ０９２－５１１－１０７０ 

   ※ご意見箱を各階に設置していますので、ご利用ください。 

 

 （２）第三者委員による苦情受付 

    当施設では、以下の第三者委員に、苦情・相談の受付を依頼しています。 

氏 名 役 職 対応日 対応時間 連絡先等 

波多野 麻子 西長住児童・民生委員協議会会長 月～金 9:00～16:00 
平日昼間 511-1070 

施設よりご連絡致します 
福山 麻利子 西花畑 児童・民生委員 月～金 9:00～16:00 

徳安 寿美子 西花畑 児童・民生委員 月～金 9:00～16:00 
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 （３）行政機関その他苦情受付機関 

福岡市南区役所 

福祉・介護保険課 

所在地  福岡市南区塩原 3丁目２５－３ 

電話番号 092-559-5125 

福岡市城南区役所 

福祉・介護保険課 

所在地  福岡市城南区鳥飼６丁目１番１号 

電話番号 092-711-6030 

福岡市中央区役所 

福祉・介護保険課 

所在地  福岡市中央区大名２丁目５番３１号 

電話番号 092-718-1145 

福岡市早良区役所 

福祉・介護保険課 

所在地  福岡市早良区百道２丁目１−１ 

電話番号 092-841-2131 

福岡市博多区役所 

福祉・介護保険課 

所在地  福岡市博多区博多駅前２丁目８−１ 

電話番号 092-441-2131 

那珂川市役所 

高齢者支援課 

所在地  那珂川市西隈 1丁目 1 番 1号 

電話番号 092-953-2211 

 福岡市西区役所 

 福祉・介護保険課 

所在地  福岡市西区内浜１丁目４番１号 

電話番号 092-895-7063 

 春日市役所 

 高齢者支援課 

所在地  春日市原町 3-1-5 

電話番号 092-584-1111 

福岡県国民健康保険 

団体連合会（国保連） 

所在地  福岡市博多区吉塚本町 13-47 

電話番号 092-642-7859 

福岡県運営適正化委員会 

所在地  福岡県春日市原町 3丁目１－７ 

     福岡県総合福祉センター内  

電話番号 092-915-3511 

  

 （４）要介護施設従事者による高齢者虐待に関する行政の相談等窓口 

福岡市福祉局 高齢社会部 

事業者指導課 

所在地  福岡市中央区天神 1丁目８－１ 

電話番号 092-711-4319 
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（５）苦情体制 

・相談及び苦情があった場合、相談窓口担当者が相談者へ連絡をとり、面談や 

自宅訪問の方法により状況の把握を行います。・相談窓口担当者は当該担当者 

に状況の説明を求め、検討会議を実施し、利用者や家族からの相談及び苦情に 

対する対応を協議します。・協議された事項及び対応について速やかに相談者 

に報告・説明し、理解、協力を得ます、（検討対応に２日以上要するときは、 

相談者にその旨を連絡し、承諾を得ること） 

 

   ・相談及び苦情の内容、検討事項、結果などについては、記録台帳に記載する

とともに、再発防止に役立てます。 

 

・相談及び苦情の検討や対応にあたって、必要に応じ事業所責任者や居宅サー

ビス提供者等と連携して対応します。 

 

１２．事故発生時の対応 

    当施設内でサービスの提供により事故が発生した場合は、別途定める

「事故発生時のマニュアル」に準じ、賠償すべき事故の場合は誠意を 

もって以下の対応をさせていただきます。ただし、事業所の故意また 

は過失が認められない事故につきましては、この限りではありません。 

 

（１）応急措置 

    ご本人様に対して事故が発生した場合は、まず可能な限りの応急措置

に全力を尽くします。 

 

（２）連絡 

ご本人様に対して事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の

家族等に連絡を行います。 

 

（３）医療機関等との連携 

    ご本人様に対して事故が発生した場合は、必要に応じて協力病院等と

連携をとり対応いたします。また、夜間等救急搬送が必要なケースの

場合はもよりの救急医療機関へ搬送致します。 

 

（４）記録の保管 

    事故が発生した場合は、事故発生からその後の対応について正確な記

録をとりご本人、ご家族に説明いたします。 
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（５）事故等の賠償ついて 

ご本人様に対して賠償すべき事故が発生した場合は、下記の保険会

社を通じて損害賠償を速やかに行います。 

    保険会社  あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

    保険内容    対人賠償（死亡保険、１億円/名、１０億円/事故） 

            対物賠償 １事故 1,000万円 人格権侵害  見舞費用 

 

１３．衛生管理等 

（１）施設、食器その他の設備、または飲用に供する水について、衛生的な管理に 

努め、または衛生上必要な措置を講じます。 

 

（２） 事業所において感染症が発生または蔓延しないように必要な措置を講じます。 

 

（３）食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保 

健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

 

１４．身体的拘束 

利用者又は他のご利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむ得ない場 

合に、身体的拘束を行うときは、利用者本人やご家族に対してその内容目的、理 

由、拘束の時間、時間帯、期間等を身体拘束に関する説明書に基づき同意の上、 

最小度にとどめます。また身体拘束の状況記録を作成し、その記録をもとにご家 

族様と共に拘束の必要性や方法について再検討を行いながら、身体拘束をなくし 

ていくよう努めます。 

 

１５．褥瘡予防対策 

褥瘡が発生しないように褥瘡の予防対策の指針に基づき適切な介護を行いま

す。また、施設内において褥瘡委員会を設置して褥瘡の予防と対策を協議し、

その結果を職員に周知徹底致します。定期的に行う職員研修の中で褥瘡に関す

る基礎知識を習得し、また褥瘡予防必要な介護用品等の充実を図り、褥瘡発生

の予防に努めます。 

 

１６．感染症対策について 

感染症及び食中毒の発生・まん延を防ぐため、日常よりマニュアルに従って、 

その予防に努めます。また、感染対策委員会を月に 1回開催し、感染症の予防と 

対策について話し合い、その内容を職員に伝えていきます。感染症が疑われる際 

には、対処手順に従い対応致します。年に２回以上職員研修を実施し、感染症及 

び食中毒予防に対する知識と意識を向上させて参ります。 
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１７．当施設ご利用の際に留意いただく事項 

施設にご利用されている利用者の共同生活の場としての快適性、安全性を確保 

するため、下記の事項をお守りください。 

 

（１）送迎地域 

     短期入所介護 → 南区、城南区、中央区、早良区、博多区、西区、

春日市、那珂川市等の往復 1 時間以内の地域（条件有）を送迎いたし

ます。詳しくは生活相談員へお尋ねください。 

 

（２）行動制限の排除 

     介護保険法の精神に準じて、ご本人様の生命の危険等のやむ得ない

場合を除き、日常生活における行動の制限は一切いたしません。各個

人の人格、生活習慣（ライフスタイル）等を尊重し自由に行動してい

ただけます。 

 

（３）持ち込み品 

     荷物は着替え・お薬等必要最小限の身の回り物をお持ち下さい。 

    オムツ類は介護保険給付の対象ですので、特に指定のものがなければ 

    こちらでご用意いたします。 

 

（４）面会 

・面会時間は９：００ ～ ２０：００です。 

・正面玄関は２０：００～翌日７：００まで施錠します。これ以外の 

時間帯は入り口のドアホーンをご利用ください。面会者は、各ユニッ 

トに設置している面会簿に記入してください。 

※施設内外の感染症の発生状況により面会時間及び面会方法等の変更あり 

 

（５）外出 

     外出をされる場合は、必ず事前にお申し出ください。 

 

（６）医療機関への受診の場合 

      医療機関への定期・体調不良時の受診は、ご家族様の付き添いを

お願い致します。救急搬送が必要な場合は、搬送依頼・搬送先への

情報提供については、施設にて対応いたします。 

 

（７）電気使用料 

電気使用料金は、利用者負担金に明細を記載し、利用日数ごとに 

請求させていただきます。 
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  （８）居室・設備・器具の利用 

      施設・設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者に自己

負担により原状に復帰していただくか、又は相当の対価をお支払い

いただくことになりますのでご注意ください。 

 

   （９）施設内のセキュリティ設備について 

      ユニット外の共用部に安全上カメラが設置してあります。 

 

（１０）喫煙 

      健康上、受動喫煙防止のため施設内での喫煙は全面禁止となって

おります。入所者の喫煙は所定の場所（施設外）で可能ですが、た

ばこ、ライター等は施設で管理させていただきます。 

 

  （１１）所持品・貴重品の管理 

      所持品・貴重品の管理は各ご利用者によってお願いしております。 

       金品のお持込みはご遠慮下さい。 

 

  （１２）迷惑行為等 

     ・騒音、暴言、大声等他のご利用者の迷惑になる行為はご遠慮くだ

さい。また、むやみに他の利用者の居室等に立ち入らないように

してください。 

            ・施設内及び敷地内での営利行為、宗教等への勧誘、政治活動、秩 

序風俗を乱す行為は行わないでください。 

・個人情報保護のため、写真撮影、動画撮影及び録音は、送迎中を 

含めご利用中はご遠慮ください。 

・携帯電話等での通話は、送迎中はお控え頂き、施設内では定めら 

れた場所及び時間内でお願いいたします。 

 

１８．緊急時の対応 

サービス提供時に体調が急変した場合、その他必要な場合は、家族、

主治医、緊急医療機関等に連絡し、必要な措置を講じます。状態によっ

ては、途中退所とさせていただく場合がございます。 

 

１９．サービス契約の適用期間と解除・終了について 

 （１）適用期間 

契約者が重要事項説明書（別表、1 を含む）の内容の説明を受けた後、

利用契約書を当施設に提出したときから効力を有します。また適用期間

は契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとします。 
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但し、契約期間満了の 2週間前までに契約者から文書による契約終了の 

申し入れがない場合に、契約は自動的に更新されるものとします。今後、 

厚生労働省の通知等により重要事項説明書の内容に変更があった場合は、 

ご利用者及び身元引受人へご通知します。 

 

（２）解除・終了 

    ①ご利用者及び、身元引受者の方は、当施設に対して終了の意思 

     表明により介護サービスを解除・終了することができます。 

 

     ②当施設は、ご利用者、及び身元引受者の方に対して次に掲げる場

合には、介護サービス利用を解除・終了させていただく場合があ

ります。 

     ・ご利用者が要介護認定において自立又は要支援（入所サービスの

み対象）と認定された場合。 

     ・ご利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な

介護サービスの提供範囲を超えると判断された場合。 

     ・ご利用者及び、身元引受者の方が、サービス利用料金を滞納され、

その支払いを催促させていただいたにもかかわらず３０日以内に

支払われない場合。 

・天災、災害、施設･設備の故障その他やむ得ない理由により、当

施設をご利用することができない場合。 

・ 藤ヶ丘荘の理念や方針に対して理解と協力が得られず入居者に

対して適切なサービスが困難となった場合。 

・ 重度の認知症等により他人に対して危害を加える等の問題があ

り、精神科等の治療を行っても改善が見込めない場合。 

・ 利用者が医療機関へ入院となった場合  

 

２０  福祉サービス第三者評価実施状況 

項 目 内容 

(1) 実施の有無 有 ・ 無 

(2) 実施年月日(直近実施日)  令和  年  月  日 

(3) 実施した評価機関  

(4) 評価結果の開示状況  

 

以上 
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【 説 明 確 認 欄 】 

 

令和   年   月   日 

 

本書面に基づいて重要事項を説明し、同意のもと交付しました。 

 

事業所名  特別養護老人ホーム藤ヶ丘荘         

 

説明者名                印 

 

本書面により重要事項の説明を受け、同意のもと交付されました。 

 

利用者名                印 

 

身元引受人（代筆者）                印 



別表１

　    　お支払いいただく利用者負担金は次のとおりです。

１．短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

　（１）法定給付サービス分

　　①（１－１）短期入所生活介護　基本部分について

704 単位 743 円 1,486 円 2,229 円

772 単位 815 円 1,629 円 2,444 円

847 単位 894 円 1,788 円 2,681 円

918 単位 969 円 1,937 円 2,906 円

987 単位 1,042 円 2,083 円 3,124 円

　　①（１－２）介護予防短期入所生活介護　基本部分について

529 単位 559 円 1,117 円 1,675 円

656 単位 693 円 1,385 円 2,077 円

　　②加算部分について

18単位/日

184単位/日

基本部分

基本部分

１日あたり

介護度
サービス利用

単位
利用者負担金

（1割）
利用者負担金

（2割）
利用者負担金

（3割）

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

夜勤職員配置加算
基準を上回る夜勤職員の配置の評価する場合にご負担いた
だきます。

１日あたり

サービス利用
単位

利用者負担金
（1割）

利用者負担金
（2割）

利用者負担金
（3割）

要支援１

要支援２

※レセプト請求上、端数処理の際差額が発生する場合があります

加算項目 加算内容

ご負担 1割：19円/日・2割：38円/日・3割：57円/日

送迎加算 施設での送迎対応をする場合にご負担いただきます。

ご負担 1割：195円/日・2割：389円/日・3割：583円/日

療養食加算 療養食に対して評価する場合にご負担いただきます。

8単位/食（１日３食を限度） ご負担 1割：9円/食・2割：17円/食・3割：26円/食



4単位/日

８単位/日

12単位/日

23単位/日

200単位/日

120単位/日

90単位/日

100単位/月

ご負担 1割：5円/日・2割：9円/日・3割：13円/日

看護体制加算　（Ⅰ）

常勤の看護職員の配置を評価する場合にご負担いただきま
す。

  ※　看護体制加算（Ⅰ）及び（Ⅱ）は条件を満たしていれば同時に取得可能です。

ご負担 1割：211円/日・2割：422円/日・3割：633円/日

看護体制加算　（Ⅱ）
一定の基準を満たしている看護職員の配置を評価する場合
にご負担いただきます。

ご負担 1割：９円/日・2割：17円/日・3割：26円/日

看護体制加算　（Ⅲ）イ
一定の基準を満たしている看護職員の配置を評価する場合
にご負担いただきます。

ご負担 1割：13円/日・2割：26円/日・3割：38円/日

看護体制加算　（Ⅳ）イ
一定の基準を満たしている看護職員の配置を評価する場合
にご負担いただきます。

ご負担 1割：25円/日・2割：49円/日・3割：73円/日

認知症行動・心理症状緊急
対応加算    　　　 （※①）

認知症日常生活自立度がⅢ以上で認知症行動・心理症状が
認められ、在宅生活が困難になったと医師が判断した者の緊
急受入れを評価する場合にご負担いただきます。（7日間を限
度とする）

 若年性認知症入所者受入加算
若年性認知症患者の受け入れを評価する場合にご負担いた
だきます。　　（※①を算定する場合は算定不可）

ご負担 1割：127円/日・2割：254円/日・3割：380円/日

  緊急短期入所受入加算

・居宅サービス計画において当該日に利用することが計画さ
れていないこと。
・指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急の利用
を認めていること。
 
（緊急短期入所受入加算は利用を開始した日から起算して原
則７日を限度とする。又は介護を行う者が疾病にかかっている
こと、その他やむを得ない理由により、介護を受けることができ
ない場合は14日を限度とし算定）

ご負担 1割：95円/日・2割：190円/日・3割：285円/日

生活機能向上連携加算　1
外部のリハビリテーション専門職等と当該施設の職員が連携
し自立支援・重度化防止の推進を行う場合にご負担いただき
ます。（3ヶ月に1度を限度）

ご負担 1割：106円/月・2割：211円/月・3割：317円/月



22単位/日

18単位/日

6単位/日

14%

64単位/日

100単位/月

10単位/月

50単位/月

　 　1）福岡市の介護報酬地域区分単価は、（5級地）10．55円となります。

　 　2）上記の加算部分については体制状況により変更する場合があります。

長期利用者提供減算
連続して30日を越えて利用した場合（あんしんショートステイ
利用を含）入所の所定単位数に併せて減算します。

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化
加算(Ⅰ)

当該施設の介護職員総数の内、介護福祉士の占める割合が
80％以上である場合にご負担いただきます。

ご負担 1割：24円/日・2割：47円/日・3割：70円/日

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化
加算(Ⅱ)

当該施設の介護職員総数の内、介護福祉士の占める割合が
60％以上である場合にご負担いただきます。

ご負担 1割：19円/日・2割：38円/日・3割：57円/日

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化
加算(Ⅲ)

当該施設の介護職員総数の内、介護福祉士の占める割合が
50％以上等の人員の条件を満たす時にご負担いただきます。

ご負担 1割：7円/日・2割：13円/日・3割：19円/日

ご負担 1割：68円/日・2割：135円/日・3割：203円/日

介護職員等処遇改善加算
一定の基準を満たしている場合、所定単位数に 14％を乗じた
単位数で算定いたします。

ご負担 1割：1.4％・2割2.8％・3割：4.2％

看取り連携体制加算

看取り期の利用者に対するサービス提供体制の強化を図る観
点から、レスパイト機能を果たしつつ、看護職員の体制確保や
対応方針を定め、看取り期の利用者に対してサービス提供を
行った場合にご負担いただきます。

口腔連携強化加算

当施設の職員が、口腔の健康状態の評価を実施した場合に
おいて、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援
専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合にご負
担いただきます。

ご負担 1割：53円/月・2割：106円/月・3割：159円/月

生産性向上推進体制加算
（Ⅰ）

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負
担軽減に資する方策を検討する委員会を開催している上で、
見守り機器やインカム、介護記録ソフトウェアなどのテクノロ
ジーを全て導入している場合にご負担いただきます。

ご負担 1割：105円/月・2割：209円/月・3割：314円/月

生産性向上推進体制加算
（Ⅱ）

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負
担軽減に資する方策を検討する委員会を開催している上で、
見守り機器やインカム、介護記録ソフトウェアなどのテクノロ
ジーをいずれか導入している場合にご負担いただきます。

ご負担 1割：11円/月・2割：21円/月・3割：32円/月



（２）法定給付外サービス費 

 

① 滞在費・食費の利用者負担額（１日あたり） 

負担限度額認定段階 滞在費 食 費 

第４段階 ２,０６６円 
１，４４５円          

(朝食 315円･昼食 605円・夕食 525円) 

第３段階 ② １,３７０円 
１，３００円（上限） 

(朝食 315円･昼食 605円・夕食 525円) 

第３段階 ① １,３７０円 
１，０００円（上限） 

(朝食 315円･昼食 605円・夕食 525円) 

第２段階   ８８０円 
６００円（上限） 

(朝食 315円･昼食 605円・夕食 525円) 

第１段階    ８８０円 
３００円（上限） 

(朝食 315円･昼食 605円・夕食 525円) 

※第 1 段階～第 3 段階の方は、上記負担額を超える分については介護保険 

から補足給付があります。 

 

② その他の実費 

電気代（小） 電気代（大） 

使用電化製品 一日あたり 使用電化製品 一日あたり 

ＣＤ・ラジカセ 30円 電気毛布 60円 

加湿器 30円 電気アンカ 60円 

空気清浄器 30円   

その他、種類により異なる料金 

 

理美容代 希望により提供した理美容に要した費用の実費 

日常生活に要する費用で 

利用者負担となるもの 

 

 

希望により提供した日常生活品費の実費 

希望により提供した教養娯楽費の実費 

嗜好品等利用者個人の要望にかかる各種経費 

等の実費 

 

（３）お支払の内容は、介護サービス費の１割（又は 2 割・3 割）・食事の

提供に係る費用・滞在費・その他実費の合計額をお支払いいただき

ます。１日あたりの合計額は下記の表をご参照ください。 

※加算、実費は含まれておりません。 



 ①短期入所生活介護    

 
第 4段階 

(3割) 

第 4段階 

(２割) 

第 4段階 

(1割) 

第 3段階 

② 

第 3段階

① 
第 2段階 第 1段階 

要介護 1 5,740円 4,997円 4,254円 3,413円 3,113円 2,223円 1,923円 

要介護 2 5,955円 5,140円 4,326円 3,485円 3,185円 2,295円 1,995円 

要介護 3 6,192円 5,298円 4,405円 3,564円 3,264円 2,374円 2,074円 

要介護 4 6,417円 5,448円 4,480円 3,639円 3,339円 2,449円 2,149円 

要介護 5 6,635円 5,594円 4,553円 3,712円 3,412円 2,522円 2,222円 

②介護予防短期入所生活介護 

 
第 4段階 

(3割) 

第 4段階 

(２割) 

第 4段階 

(1割) 

第 3段階 

② 

第 3段階 

① 
第 2段階 第 1段階 

要支援 1 5,185円 4,627円 4,069円 3,228円 2,929円 2,038円 1,738円 

要支援 2 5,587円 4,895円 4,203円 3,362円 3,062円 2,172円 1,872円 

 

※関係法令に基づき、別途体制加算、個別加算が算定されます。 

     ※介護保険料の滞納等により、介護保険が適用されない場合は介護サービス 

費を全額自己負担でお支払いいただき、後日償還払いと致します。 

 

（４）ご利用者負担金のお支払い方法 

   事業者は、当月の利用者負担金の請求書に明細を記載して、翌月１５日

までにご利用者に原則、郵送にてご請求いたします。翌月 末日までに

次のいずれかの方法によりお支払いください。 

           ア．自動口座引き落とし 

                イ．窓口での現金払い（対応：平日 8：30～17：30） 

                ウ．金融機関への振込み 

              福岡銀行 長住支店 普通預金口座 

              口座番号 １７１２５１０ 

              口座名義 社 会
しゃかい

福祉
ふくし

法 人
ほうじん

 順 和
じゅんわ

 

                   理事長
りじちょう

 服 部
はっとり

 直 和
なおかず

 藤ヶ丘
ふじがおか

荘
そう

 

※振込み人のお名前は、サービスをご利用されたご本人名義でお願い致します。 

 

（５）領収書の発行 

    利用者負担金のお支払い確認後、領収書を発行いたします。   


